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健診・検診、成人の予防接種、健康増進に関わるものなど、
健康づくりに寄与する事業を紹介する広報紙です。

：健康医療課 ：国保年金課 ：�費用免除対象事業健　康 国保 費

　こころの不調を抱える人や、自殺に傾く人を適切に支援するゲート
キーパーについての知識や役割を学ぶ講座を実施します。
　詳細については、今後の広報あつぎや市HPなどでお知らせします。

こころをサポートするヒントを知る
ゲートキーパーになろう！　☎225-2201

　毎月、臨床心理士と対面または電話による「こころの健康相談」を
実施しています。お気軽にご連絡ください。
≪対 象 者≫厚木市在住の方（本人および家族の方）
≪費　　用≫無料
≪申　　込≫健康医療課へ電話

休日・夜間の初期救急　☎225-2174
厚木市休日夜間急患診療所について

　厚木市休日夜間急患診療所（メジカルセンター）は、休日およ
び夜間に急に具合が悪くなった方のために厚木医師会が運営して
いる医療機関です。急病ではない方については平日の昼間のうち
に一般診療所で受診するなど、適正な利用をお願いします。
≪診療科目≫内科・小児科
≪受付時間≫月～金曜日 19時～21時30分
	 土曜日 18時～21時30分
	 日曜日・祝日・年末年始
	 ９時～11時30分、14時～16時30分、18時～21時30分
≪所 在 地≫厚木市水引1-16-45
≪電話番号≫（046）297-5199

　歯磨きやお口の悩みについて、歯科
衛生士がお答えします。参加者には歯
間ブラシやデンタルフロスなどをプレ
ゼントします。
　詳細については、今後の広報あつぎ
や市HPなどでお知らせします。

歯と歯ぐきの健康相談　☎225-2201

　市民の皆様を対象に電話での健康相談と医療機関の情報提供を行っ
ています。
　健康、医療、介護、育児などの相談を、医師、保健師、管理栄養士、
心理カウンセラーなどの専門家が24時間体制でお受けします。
　年中無休、通話料無料でご利用できますので、日ごろの健康保持、
疾病・介護予防などにお役立てください。携帯電話からもご利用でき
ます。
　また、休日・夜間の当番病院などの医療機関情報も提供しています
のでご利用ください。

あつぎ健康相談ダイヤル24　☎225-2174

　生活習慣病に関する個別相談を実施しています。生活状況や健診結
果に合わせて、保健師や管理栄養士がアドバイスします（1回50分程
度）。
≪対 象 者≫厚木市在住の方
≪日　　程≫月２回程度（詳細はお問い合わせください。）
≪会　　場≫保健福祉センター
≪利用方法≫電話または窓口で相談日を予約
≪費　　用≫無料

生活習慣病予防健康相談　☎225-2201

健康診断の結果で気になる数値があった、
減量のために食事を見直したいなどお気
軽にご相談ください。

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

0120-31-4156
さわやか 1番 よ い ここ ろ

公衆電話および一部のIP電話からは、ご利用できません。

健康づくり・医療に関する各種相談
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☎ 225-2201健　康

いのちのサポート相談　☎225-2201

　市民ボランティアや市職員が、公民館や集いの場に直接出向いて以下のメニューの講座を実施します。希望する団体は、電話にてご相談ください。

（１）あゆコロちゃん体操講座　☎︎225-2201
　市民ボランティア「あゆコロちゃん体
操指導員」が伺い、あゆコロちゃん体操
の体験、指導を行います。また、イベン
トや催し物などに出向いて体操を披露し
ます。
　体操は座って行うこともできます。

（３）健康講座　☎︎225-2201
　保健師、管理栄養士による生活習慣病予防についての講座を行いま
す。

（５）上手な医療のかかり方　☎︎225-2174
　からだもお金も損をしない「上手な医療のかかり方」や「救急医療」
および「あつぎ健康相談ダイヤル24」などについて講座を実施します。

（２）カラダ快活★講座　　☎︎225-2201
　市民ボランティア「健康あつぎ推進
リーダー」が伺い、オーラルフレイル健
口体操、3033運動の紹介や自宅でできる
運動の指導などの講座を行います。講座
内容はご希望に合わせて調整ができます。

（４）ゲートキーパー養成講座　☎︎225-2201
　こころに不調を抱える人や自殺に傾く人を適切に支援するゲートキー
パーについての知識や役割を学ぶ講座です。保健師または精神保健福
祉士が講師を務めます。

（６）みんな一緒に、健康づくりと食育推進　☎︎225-2174
　健康増進と食育推進の行動目標をまとめた「第３次健康食育あつぎ
プラン」の具体的な取組などについて講座を実施します。

　新あつぎ市民健康体操、愛称名あゆコロちゃ
ん体操は、厚木市制60周年を記念し、神奈川
工科大学の協力のもと制作された体操です。
カラダを活性化させる体操、親しみやすい体操、
健康づくりができる体操の3つをコ
ンセプトとし、認知症予防や心肺
機能、平衡機能の維持、向上など
の効果があります。

　体組成（体脂肪・骨格筋量など）、血管年齢、骨健康度、脳年齢、
血圧や握力が簡単に測定できます。自らの健康度を見える化しましょう。

≪対 象 者≫20歳以上の方
≪場　　所≫保健福祉センター１階
≪利用時間≫�平日9～12時、13～16時
≪費　　用≫無料

出前講座

　過去６カ月以内に経験した出来事にチェックするだけで、あなたの
ストレス蓄積度(ストレスマグニチュード）を簡単に調べることがで
きます。
　ご自身のストレス状態を理解し、こころの健康づくりにお役立てく
ださい。スマートフォンやパソコンから気軽にご利用
いただけます。

あゆコロちゃん体操　☎︎225-2201 未病センターあつぎ　☎︎225-2201

健康チェック・健康講座 健　康

気軽にストレスチェック！ストレスマウンテンあつぎ
☎225-2201

血管年齢 骨健康度 体組成

体組成計が新しく
なりました！

厚木市歯科保健センター　　　　　　☎225-2174 ウォーキングマップ～健康・交流のみち～
☎225-2174　保健福祉センター1階にて、次の診療を行っています。

※予約受付:TEL（046）224-6081　 FAX（046）224-6087
≪休日歯科≫
　急な歯の痛みや歯肉の腫れ、お口の中の思わぬケガの応
急処置を行います。
受付日時:祝日、GW、お盆（8月13日~15日）、年末年始

（12月29日~1月3日）10時~11時30分、13時~16時30分
≪障がい者歯科≫（完全予約制）
　県央地区在住で障がいのある方のために歯科診療や口腔
保健指導などを行います。
〇障がい者歯科診療　診療日時:火曜日　13時30分~17時
	 木曜日　9~12時、13時30分~17時
〇摂食嚥下機能発達支援診療　診療日時:奇数月2回土曜日
		  偶数月1回土曜日　9時30分~13時
〇口腔衛生指導　診療日時:土曜日13時30分~17時（第3土曜日は休診）
≪要介護者・高齢者歯科≫（完全予約制）
　持病をお持ちの方で、より体調を管理しながら歯科治療
が必要な場合や、在宅診療において難度の高い診療内容が
必要になった方に治療を行います。
診療日時:日曜日　9~13時

　「健康・交流のみち」とは、厚木市内の自然に親しみながら、ウォー
キングをすることで健康づくりを目指すものです。市内に６つのルー
ト(相模川ルート、中津川ルート、荻野川ルート、小鮎川ルート、恩
曽川ルート、玉川ルート)があります。
　ウォーキングマップでは、各ルートの見所やウォーキング後におす
すめの食事や温泉なども紹介しています。
　ウォーキングの正しい姿勢、靴選び、注意点なども記載しています
ので、ウォーキング初心者の方にもおすすめです。無理をせず、自身
のペースで厚木市の自然を感じながらウォー
キングを楽しみましょう。

≪配布場所≫
・保健福祉センター(健康医療課)
・厚木市観光協会
・本厚木駅観光案内所
・中央図書館
・各公民館
・その他市公共施設など

健　康 健　康

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら



　大地震の災害時に、被災した方々の生命と健康を守るため、医療
救護活動に従事してくださる看護職ボランティアを募集していま
す。いざというときに、可能な範囲で医療救護所に参集し、ほかの
医療スタッフとともに医療救護活動に従事していただきます。
　多くの市民の命を救うため、登録へのご理解、ご協力をお願いい
たします。

≪登録方法≫�事前に健康医療課まで問合せのうえ、登録申込は、市
HPに掲載している登録申込書を健康医療課へ郵送ま
たは直接窓口にて提出

≪登録要件≫�厚木市在住の保健師、助産師、看護師、准看護師の資
格をお持ちの方

≪従事期間≫発災直後、概ね1～7日間
≪医療救護所での主な医療救護活動の内容≫
　１. �医師の指示に基づく被災傷病者のトリアージ

業務の補助
　２. 被災傷病者に対する応急処置および看護
　３. その他医療救護に係る業務

　40歳未満のがん患者の方が治癒を目的とした治療を行わず、在宅
で生活をする場合、訪問介護などに必要な費用の助成を行います。
≪対 象 者≫・厚木市に住民登録がある方で、40歳未満の方
　　　　　　・�がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づ

き回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに
限る。）と診断され、在宅で生活する方

≪助成対象≫・訪問介護
　　　　　　・訪問入浴介護
　　　　　　・福祉用具貸与または購入
≪助 成 額≫�１カ月あたりのサービス利用料に対し、�

上限６万円を基準として、サービス利用額
の９割相当額（最大で５万４千円）

≪提出書類≫・厚木市若年がん患者在宅生活支援助成申請書
　　　　　　・�厚木市若年がん患者在宅生活支援助成意見書（同様の

内容が確認できる他の書類でも可）
　　　　　　・本人確認書類

　白血病の患者を救うため、骨髄を提供したドナーなどに助成金交付
の事業を行います。
≪対　　象≫�次のいずれにも該当する方およびその方が勤務する国内

の事業所（国・地方公共団体および独立行政法人を除く。）
・本市に住所を有する方
・骨髄提供に伴う休暇の制度がない事業所に勤務する方
・�骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄な
どの提供を完了した方
・同様の趣旨の他の助成金の交付を受けていない方

≪申請方法≫�市HPに掲載している申請書類を健康医療課へ提出
≪助成内容≫・健康診断や自己血採血に係る通院

・�骨髄などの採取や骨髄バンクが必要と
認める入院
(ドナー：一日につき２万円、ドナーが
勤務する事業所：一日につき１万円)

　医療用ウィッグ、乳房補整具ともに、上限を５万円として、対象経
費の全額を助成します。
≪対 象 者≫�厚木市に住民登録がある方でがんと診断されて治療を受

けた、または治療中の方
≪助成対象≫①医療用ウィッグ　②乳房補整具
≪助 成 額≫①②各最大５万円（千円未満切捨て）
　　　　　　※ 購入、レンタルした日から１年以内に申請が必要
　　　　　　※ 付属品や送料・保守料なども対象
≪提出書類≫・厚木市がん患者医療用補整具購入等助成金申請書
　　　　　　・�脱毛の副作用または乳房の切除を伴う

がん治療を証明する書類
　　　　　　・医療用補整具の購入などに係る領収書
　　　　　　・本人確認書類
　　　　　　・振込口座がわかる書類

帯状疱疹予防接種（定期）　

帯状疱疹予防接種（任意） 高齢者肺炎球菌予防接種　

≪対 象 者≫�①右の表に該当する生年月日の方
	 ②�接種当日に60～64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫の機能に障がい（身体障害者1級相当）を有する方
	 ※ ①②のいずれかに該当する方
	 ※ �接種できるワクチンは生ワクチンか不活化ワクチン

のいずれか
≪自己負担額≫生ワクチン（１回接種）：2500円
	 不活化ワクチン（２回接種）：１回につき7000円
	 ※ �原則１回目接種から２カ月の間隔を空けて２回目を

接種してください。
≪接種方法≫�市HPで実施医療機関を確認のうえ、医療機関へ直接お

問い合わせください。

≪対 象 者≫�接種当日に50歳以上の方
	 ※ �過去に市の任意予防接種費用助成を受けた方、上記

の定期接種対象者は対象外
≪助 成 額≫生ワクチン（１回接種）：5000円
	 不活化ワクチン（２回接種）：１回につき１万円
	 ※ �接種費用から助成額を差し引いた金額

を医療機関へお支払いください。
	 ※ 接種費用は医療機関により異なります。
≪接種方法≫�市HPで実施医療機関を確認のうえ、医療

機関へ直接お問い合わせください。

　次のいずれかに該当する方は、市が実施する各種検診・健康診査・高
齢者定期予防接種の費用が免除されます。
１. 市町村民税非課税世帯で費用免除証明書の交付を受けた方

※ 事後申請不可
※ �費用免除証明書の交付には、受診７日前（土・日曜、祝日除く）
までに健康医療課、国保年金課または公民館で申請が必要です｡

２. 生活保護を利用されている方
３. 中国残留邦人などへの支援給付を受給中の方

　肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる
病気です。
　この菌は主に咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。その後菌
が増殖することで重い合併症を起こすことがあります。
≪対 象 者≫�①65歳、②60～64歳で、心臓や腎臓、呼吸器などの障

がい（身体障害者1級相当）を有する方
≪自己負担額≫4000円
≪接種方法≫�市HPで実施医療機関を確認のうえ、医

療機関へ直接お問い合わせください。

年齢 生年月日
65歳 昭和36年4月2日～昭和37年4月1日

70歳 昭和31年4月2日～昭和32年4月1日

75歳 昭和26年4月2日～昭和27年4月1日

80歳 昭和21年4月2日～昭和22年4月1日

85歳 昭和16年4月2日～昭和17年4月1日 

90歳 昭和11年4月2日～昭和12年4月1日

95歳 昭和６年4月2日～昭和７年4月1日

100歳 大正15年4月2日～昭和２年4月1日

【対象の検診など】
 ・がん検診　　　　　・肝炎ウイルス検診
 ・成人歯科健診　　　・特定健康診査
 ・骨粗しょう症検診　・成人眼科健診
 ・高齢者定期予防接種

電子申請または電話により受診券の事前発行が可能です。
受診券は５月上旬にお送りする予定です。
≪対象の検診・健康診査≫
□がん検診　□肝炎ウイルス検診
□特定・長寿健康診査
□成人歯科健康診査
※�受診を７月以降に予定されている方は 

一斉発送をお待ちください。

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

費 　検診や高齢者定期予防接種の費用が免除　　　　☎225-2201

≪対 象 者≫��20歳以上で、市国民健康保険または後期高齢者医療
制度に加入し、保険料に未納がない方

≪助 成 額≫�20∼39歳は２万５千円、40歳以上は２万円を限度
≪助成方法≫�医療機関に予約後、電子申請または国保年金

課へ電話にて申込み。
※�特定健康診査もしくは長寿健康診査を受診した場合、
人間ドック助成事業は利用できません。

　厚木市では、各種検診・健康診査を実施しています。受診方法は、医療機関で実施する「個別検診」（５月15日〜翌年２月15日）のほか、一部
のがん検診（胃・乳・子宮）については、検診バスで実施する「集団検診」（７〜２月） （今年度はふれあいプラザ(金田)で実施） を選ぶこともで
きます。自身の健康のために、ぜひ受診しましょう。※乳がん検診の超音波検査が始まります。なお、肺がん検診の喀痰検査は終了となりました。

　帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。成人の90％以上は帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に潜伏しており、
過労やストレスなどで免疫力が低下するとウイルスが活性化して帯状疱疹を発症します。50歳以上になると発症率が高くなり、80歳までに約3
人に1人が帯状疱疹になると言われています。

大人の検診・健康診査大人の予防接種 ☎ 225-2201☎ 225-2201
がん検診、肝炎ウイルス検診帯状疱疹予防接種

◆骨粗しょう症検診（エックス線による骨密度測定）

骨粗しょう症検診・成人眼科健康診査

◆成人眼科健康診査（視力・眼底・眼圧・細隙灯顕微鏡検査）

☎225-2125≪対 象 者≫�40歳以上74歳以下の市国民健康保険被保険者
　　　　　　※ 生活保護利用中で、40歳以上の方は健康医療課へ。
≪自己負担額≫1500円　40歳、45歳、50歳および70歳以上の方は無料 ≪対 象 者≫�令和９年４月１日時点で40・45・50・55・60・

65・70歳の女性で、骨粗しょう症またはこれに起因
する疾病で治療を受けていない方

≪自己負担額≫1500円

電子申請、電話または窓口で申込み。受診券到着後、
医療機関へ予約し受診。
※受診当日に対象年齢に達していない場合でも受診可

≪対 象 者≫�令和９年４月１日時点で40・45・50・55歳で、過去
に緑内障と診断されたことのない方

≪自己負担額≫2300円

☎225-2223≪対 象 者≫後期高齢者医療制度の被保険者
≪自己負担額≫無料

受診方法（共通）

市HPはこちら

費

≪対象および自己負担額≫左表参照
≪受診方法≫
●集団検診（受診場所：ふれあいプラザ （金田））
　３～４月に送付した申込はがきを返送または電子申請
により申し込まれた方に受診券をお送りします。受診券
に記載された検診の日時を確認し、受診日にふれあいプ
ラザ（金田）へご来場ください。
●個別検診（受診場所：実施医療機関）
　６月に送付する受診券とマイナ保険証などを持参し、
実施医療機関で受診してください。（医療機関によって
は予約が必要となりますので、事前にご確認ください。）

検診種別 対象
検査方法と自己負担額（70歳以上無料）

集団検診 個別検診

胃がん
40歳以上

（令和９年４月１日時点。
受診当日に達していな
い場合でも受診可）

※1 �20歳および30歳も
対象

※2 �65・70・75歳以上
が対象

※3 未受診者のみ
※4 �市国民健康保険被

保険者のみ
※5 �後期高齢者医療制

度の被保険者のみ

エックス線検査
1500円

エックス線検査  4100円
内視鏡　         4800円
リスク検査  　 1500円

肺がん 胸部エックス線検査
500円

大腸がん 便潜血反応検査　400円
成人歯科 ※１
オーラルフレイル ※２
口腔がん 

成人歯科　　     1000円
口腔がん　　     1600円
オーラルフレイル    1500円

成人歯科・口腔がん
同時実施の場合

2200円

肝炎ウイルス ※３ B・C型肝炎
ウイルス検診       900円

特定健康診査 ※４
長寿健康診査 ※５

1500円（特定)
無料（長寿)

乳がん

40歳以上の女性
かつ前年度未受診者 ※６
※6 �40歳代はマンモグラ

フィもしくは超音波
検査を毎年受診可能

マンモグラフィ
1800円（49歳以下）
1300円（50歳以上）

マンモグラフィ
2100円（49歳以下）
1600円（50歳以上）
超音波検査
1900円（40歳代）※7

※7　40歳代の
方で前年度に市
が実施した乳が
ん検診（マンモ
グラフィ）を受
診した方が対象

子宮がん 20歳以上の女性 けい部細胞診
1100円

けい部細胞診
2000円

45歳以上で体部
検査実施時

3800円
前立腺がん 50歳以上の男性 PSA検査             1000円

電子申請は
こちら

電子申請は
こちら

健　康健　康

がんに罹患された方への助成制度など 健　康

費

受診券到着後、医療機関へ予約。受診券、マイナ
保険証などを持参し受診。

若年がん患者在宅生活の費用助成　　☎225-2201 骨髄ドナー支援事業　☎225-2174

費

費

●共　通　接種当日に厚木市に住民登録がある方が対象

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

災害時看護職ボランティアの募集　☎225-2174

受診方法（共通）

新

新

健　康

一斉発送(６月)前に個別検診の受診券
発行を希望する方【事前発行】

人間ドックの助成 ☎225-2125（国民健康保険）
☎225-2223（後期高齢者医療制度）国保

医療用ウィッグや乳房補整具の購入などの費用助成
☎225-2201

◆特定健康診査（身体測定、血液検査、血圧、検尿など） 国保 費

◆長寿健康診査（身体測定、血液検査、血圧、検尿など） 国保



　大地震の災害時に、被災した方々の生命と健康を守るため、医療
救護活動に従事してくださる看護職ボランティアを募集していま
す。いざというときに、可能な範囲で医療救護所に参集し、ほかの
医療スタッフとともに医療救護活動に従事していただきます。
　多くの市民の命を救うため、登録へのご理解、ご協力をお願いい
たします。

≪登録方法≫�事前に健康医療課まで問合せのうえ、登録申込は、市
HPに掲載している登録申込書を健康医療課へ郵送ま
たは直接窓口にて提出

≪登録要件≫�厚木市在住の保健師、助産師、看護師、准看護師の資
格をお持ちの方

≪従事期間≫発災直後、概ね1～7日間
≪医療救護所での主な医療救護活動の内容≫
　１. �医師の指示に基づく被災傷病者のトリアージ

業務の補助
　２. 被災傷病者に対する応急処置および看護
　３. その他医療救護に係る業務

　40歳未満のがん患者の方が治癒を目的とした治療を行わず、在宅
で生活をする場合、訪問介護などに必要な費用の助成を行います。
≪対 象 者≫・厚木市に住民登録がある方で、40歳未満の方
　　　　　　・�がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づ

き回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに
限る。）と診断され、在宅で生活する方

≪助成対象≫・訪問介護
　　　　　　・訪問入浴介護
　　　　　　・福祉用具貸与または購入
≪助 成 額≫�１カ月あたりのサービス利用料に対し、�

上限６万円を基準として、サービス利用額
の９割相当額（最大で５万４千円）

≪提出書類≫・厚木市若年がん患者在宅生活支援助成申請書
　　　　　　・�厚木市若年がん患者在宅生活支援助成意見書（同様の

内容が確認できる他の書類でも可）
　　　　　　・本人確認書類

　白血病の患者を救うため、骨髄を提供したドナーなどに助成金交付
の事業を行います。
≪対　　象≫�次のいずれにも該当する方およびその方が勤務する国内

の事業所（国・地方公共団体および独立行政法人を除く。）
・本市に住所を有する方
・骨髄提供に伴う休暇の制度がない事業所に勤務する方
・�骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄な
どの提供を完了した方
・同様の趣旨の他の助成金の交付を受けていない方

≪申請方法≫�市HPに掲載している申請書類を健康医療課へ提出
≪助成内容≫・健康診断や自己血採血に係る通院

・�骨髄などの採取や骨髄バンクが必要と
認める入院
(ドナー：一日につき２万円、ドナーが
勤務する事業所：一日につき１万円)

　医療用ウィッグ、乳房補整具ともに、上限を５万円として、対象経
費の全額を助成します。
≪対 象 者≫�厚木市に住民登録がある方でがんと診断されて治療を受

けた、または治療中の方
≪助成対象≫①医療用ウィッグ　②乳房補整具
≪助 成 額≫①②各最大５万円（千円未満切捨て）
　　　　　　※ 購入、レンタルした日から１年以内に申請が必要
　　　　　　※ 付属品や送料・保守料なども対象
≪提出書類≫・厚木市がん患者医療用補整具購入等助成金申請書
　　　　　　・�脱毛の副作用または乳房の切除を伴う

がん治療を証明する書類
　　　　　　・医療用補整具の購入などに係る領収書
　　　　　　・本人確認書類
　　　　　　・振込口座がわかる書類

帯状疱疹予防接種（定期）　

帯状疱疹予防接種（任意） 高齢者肺炎球菌予防接種　

≪対 象 者≫�①右の表に該当する生年月日の方
	 ②�接種当日に60～64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫の機能に障がい（身体障害者1級相当）を有する方
	 ※ ①②のいずれかに該当する方
	 ※ �接種できるワクチンは生ワクチンか不活化ワクチン

のいずれか
≪自己負担額≫生ワクチン（１回接種）：2500円
	 不活化ワクチン（２回接種）：１回につき7000円
	 ※ �原則１回目接種から２カ月の間隔を空けて２回目を

接種してください。
≪接種方法≫�市HPで実施医療機関を確認のうえ、医療機関へ直接お

問い合わせください。

≪対 象 者≫�接種当日に50歳以上の方
	 ※ �過去に市の任意予防接種費用助成を受けた方、上記

の定期接種対象者は対象外
≪助 成 額≫生ワクチン（１回接種）：5000円
	 不活化ワクチン（２回接種）：１回につき１万円
	 ※ �接種費用から助成額を差し引いた金額

を医療機関へお支払いください。
	 ※ 接種費用は医療機関により異なります。
≪接種方法≫�市HPで実施医療機関を確認のうえ、医療

機関へ直接お問い合わせください。

　次のいずれかに該当する方は、市が実施する各種検診・健康診査・高
齢者定期予防接種の費用が免除されます。
１. 市町村民税非課税世帯で費用免除証明書の交付を受けた方

※ 事後申請不可
※ �費用免除証明書の交付には、受診７日前（土・日曜、祝日除く）
までに健康医療課、国保年金課または公民館で申請が必要です｡

２. 生活保護を利用されている方
３. 中国残留邦人などへの支援給付を受給中の方

　肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる
病気です。
　この菌は主に咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。その後菌
が増殖することで重い合併症を起こすことがあります。
≪対 象 者≫�①65歳、②60～64歳で、心臓や腎臓、呼吸器などの障

がい（身体障害者1級相当）を有する方
≪自己負担額≫4000円
≪接種方法≫�市HPで実施医療機関を確認のうえ、医

療機関へ直接お問い合わせください。

年齢 生年月日
65歳 昭和36年4月2日～昭和37年4月1日

70歳 昭和31年4月2日～昭和32年4月1日

75歳 昭和26年4月2日～昭和27年4月1日

80歳 昭和21年4月2日～昭和22年4月1日

85歳 昭和16年4月2日～昭和17年4月1日 

90歳 昭和11年4月2日～昭和12年4月1日

95歳 昭和６年4月2日～昭和７年4月1日

100歳 大正15年4月2日～昭和２年4月1日

【対象の検診など】
 ・がん検診　　　　　・肝炎ウイルス検診
 ・成人歯科健診　　　・特定健康診査
 ・骨粗しょう症検診　・成人眼科健診
 ・高齢者定期予防接種

電子申請または電話により受診券の事前発行が可能です。
受診券は５月上旬にお送りする予定です。
≪対象の検診・健康診査≫
□がん検診　□肝炎ウイルス検診
□特定・長寿健康診査
□成人歯科健康診査
※�受診を７月以降に予定されている方は 

一斉発送をお待ちください。

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

費 　検診や高齢者定期予防接種の費用が免除　　　　☎225-2201

≪対 象 者≫��20歳以上で、市国民健康保険または後期高齢者医療
制度に加入し、保険料に未納がない方

≪助 成 額≫�20∼39歳は２万５千円、40歳以上は２万円を限度
≪助成方法≫�医療機関に予約後、電子申請または国保年金

課へ電話にて申込み。
※�特定健康診査もしくは長寿健康診査を受診した場合、
人間ドック助成事業は利用できません。

　厚木市では、各種検診・健康診査を実施しています。受診方法は、医療機関で実施する「個別検診」（５月15日〜翌年２月15日）のほか、一部
のがん検診（胃・乳・子宮）については、検診バスで実施する「集団検診」（７〜２月） （今年度はふれあいプラザ(金田)で実施） を選ぶこともで
きます。自身の健康のために、ぜひ受診しましょう。※乳がん検診の超音波検査が始まります。なお、肺がん検診の喀痰検査は終了となりました。

　帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。成人の90％以上は帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に潜伏しており、
過労やストレスなどで免疫力が低下するとウイルスが活性化して帯状疱疹を発症します。50歳以上になると発症率が高くなり、80歳までに約3
人に1人が帯状疱疹になると言われています。

大人の検診・健康診査大人の予防接種 ☎ 225-2201☎ 225-2201
がん検診、肝炎ウイルス検診帯状疱疹予防接種

◆骨粗しょう症検診（エックス線による骨密度測定）

骨粗しょう症検診・成人眼科健康診査

◆成人眼科健康診査（視力・眼底・眼圧・細隙灯顕微鏡検査）

☎225-2125≪対 象 者≫�40歳以上74歳以下の市国民健康保険被保険者
　　　　　　※ 生活保護利用中で、40歳以上の方は健康医療課へ。
≪自己負担額≫1500円　40歳、45歳、50歳および70歳以上の方は無料 ≪対 象 者≫�令和９年４月１日時点で40・45・50・55・60・

65・70歳の女性で、骨粗しょう症またはこれに起因
する疾病で治療を受けていない方

≪自己負担額≫1500円

電子申請、電話または窓口で申込み。受診券到着後、
医療機関へ予約し受診。
※受診当日に対象年齢に達していない場合でも受診可

≪対 象 者≫�令和９年４月１日時点で40・45・50・55歳で、過去
に緑内障と診断されたことのない方

≪自己負担額≫2300円

☎225-2223≪対 象 者≫後期高齢者医療制度の被保険者
≪自己負担額≫無料

受診方法（共通）

市HPはこちら

費

≪対象および自己負担額≫左表参照
≪受診方法≫
●集団検診（受診場所：ふれあいプラザ （金田））
　３～４月に送付した申込はがきを返送または電子申請
により申し込まれた方に受診券をお送りします。受診券
に記載された検診の日時を確認し、受診日にふれあいプ
ラザ（金田）へご来場ください。
●個別検診（受診場所：実施医療機関）
　６月に送付する受診券とマイナ保険証などを持参し、
実施医療機関で受診してください。（医療機関によって
は予約が必要となりますので、事前にご確認ください。）

検診種別 対象
検査方法と自己負担額（70歳以上無料）

集団検診 個別検診

胃がん
40歳以上

（令和９年４月１日時点。
受診当日に達していな
い場合でも受診可）

※1 �20歳および30歳も
対象

※2 �65・70・75歳以上
が対象

※3 未受診者のみ
※4 �市国民健康保険被

保険者のみ
※5 �後期高齢者医療制

度の被保険者のみ

エックス線検査
1500円

エックス線検査  4100円
内視鏡　         4800円
リスク検査  　 1500円

肺がん 胸部エックス線検査
500円

大腸がん 便潜血反応検査　400円
成人歯科 ※１
オーラルフレイル ※２
口腔がん 

成人歯科　　     1000円
口腔がん　　     1600円
オーラルフレイル    1500円

成人歯科・口腔がん
同時実施の場合

2200円

肝炎ウイルス ※３ B・C型肝炎
ウイルス検診       900円

特定健康診査 ※４
長寿健康診査 ※５

1500円（特定)
無料（長寿)

乳がん

40歳以上の女性
かつ前年度未受診者 ※６
※6 �40歳代はマンモグラ

フィもしくは超音波
検査を毎年受診可能

マンモグラフィ
1800円（49歳以下）
1300円（50歳以上）

マンモグラフィ
2100円（49歳以下）
1600円（50歳以上）
超音波検査
1900円（40歳代）※7

※7　40歳代の
方で前年度に市
が実施した乳が
ん検診（マンモ
グラフィ）を受
診した方が対象

子宮がん 20歳以上の女性 けい部細胞診
1100円

けい部細胞診
2000円

45歳以上で体部
検査実施時

3800円
前立腺がん 50歳以上の男性 PSA検査             1000円

電子申請は
こちら

電子申請は
こちら

健　康健　康

がんに罹患された方への助成制度など 健　康

費

受診券到着後、医療機関へ予約。受診券、マイナ
保険証などを持参し受診。

若年がん患者在宅生活の費用助成　　☎225-2201 骨髄ドナー支援事業　☎225-2174

費

費

●共　通　接種当日に厚木市に住民登録がある方が対象

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

災害時看護職ボランティアの募集　☎225-2174

受診方法（共通）

新

新

健　康

２2026（令和８）年４月１日３ 情報満載号

一斉発送(６月)前に個別検診の受診券
発行を希望する方【事前発行】

人間ドックの助成 ☎225-2125（国民健康保険）
☎225-2223（後期高齢者医療制度）国保

医療用ウィッグや乳房補整具の購入などの費用助成
☎225-2201

◆特定健康診査（身体測定、血液検査、血圧、検尿など） 国保 費

◆長寿健康診査（身体測定、血液検査、血圧、検尿など） 国保
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健診・検診、成人の予防接種、健康増進に関わるものなど、
健康づくりに寄与する事業を紹介する広報紙です。

：健康医療課 ：国保年金課 ：�費用免除対象事業健　康 国保 費

　こころの不調を抱える人や、自殺に傾く人を適切に支援するゲート
キーパーについての知識や役割を学ぶ講座を実施します。
　詳細については、今後の広報あつぎや市HPなどでお知らせします。

こころをサポートするヒントを知る
ゲートキーパーになろう！　☎225-2201

　毎月、臨床心理士と対面または電話による「こころの健康相談」を
実施しています。お気軽にご連絡ください。
≪対 象 者≫厚木市在住の方（本人および家族の方）
≪費　　用≫無料
≪申　　込≫健康医療課へ電話

休日・夜間の初期救急　☎225-2174
厚木市休日夜間急患診療所について

　厚木市休日夜間急患診療所（メジカルセンター）は、休日およ
び夜間に急に具合が悪くなった方のために厚木医師会が運営して
いる医療機関です。急病ではない方については平日の昼間のうち
に一般診療所で受診するなど、適正な利用をお願いします。
≪診療科目≫内科・小児科
≪受付時間≫月～金曜日 19時～21時30分
	 土曜日 18時～21時30分
	 日曜日・祝日・年末年始
	 ９時～11時30分、14時～16時30分、18時～21時30分
≪所 在 地≫厚木市水引1-16-45
≪電話番号≫（046）297-5199

　歯磨きやお口の悩みについて、歯科
衛生士がお答えします。参加者には歯
間ブラシやデンタルフロスなどをプレ
ゼントします。
　詳細については、今後の広報あつぎ
や市HPなどでお知らせします。

歯と歯ぐきの健康相談　☎225-2201

　市民の皆様を対象に電話での健康相談と医療機関の情報提供を行っ
ています。
　健康、医療、介護、育児などの相談を、医師、保健師、管理栄養士、
心理カウンセラーなどの専門家が24時間体制でお受けします。
　年中無休、通話料無料でご利用できますので、日ごろの健康保持、
疾病・介護予防などにお役立てください。携帯電話からもご利用でき
ます。
　また、休日・夜間の当番病院などの医療機関情報も提供しています
のでご利用ください。

あつぎ健康相談ダイヤル24　☎225-2174

　生活習慣病に関する個別相談を実施しています。生活状況や健診結
果に合わせて、保健師や管理栄養士がアドバイスします（1回50分程
度）。
≪対 象 者≫厚木市在住の方
≪日　　程≫月２回程度（詳細はお問い合わせください。）
≪会　　場≫保健福祉センター
≪利用方法≫電話または窓口で相談日を予約
≪費　　用≫無料

生活習慣病予防健康相談　☎225-2201

健康診断の結果で気になる数値があった、
減量のために食事を見直したいなどお気
軽にご相談ください。

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

0120-31-4156
さわやか 1番 よ い ここ ろ

公衆電話および一部のIP電話からは、ご利用できません。

健康づくり・医療に関する各種相談 ☎ 225-2201健　康

いのちのサポート相談　☎225-2201

　市民ボランティアや市職員が、公民館や集いの場に直接出向いて以下のメニューの講座を実施します。希望する団体は、電話にてご相談ください。

（１）あゆコロちゃん体操講座　☎︎225-2201
　市民ボランティア「あゆコロちゃん体
操指導員」が伺い、あゆコロちゃん体操
の体験、指導を行います。また、イベン
トや催し物などに出向いて体操を披露し
ます。
　体操は座って行うこともできます。

（３）健康講座　☎︎225-2201
　保健師、管理栄養士による生活習慣病予防についての講座を行いま
す。

（５）上手な医療のかかり方　☎︎225-2174
　からだもお金も損をしない「上手な医療のかかり方」や「救急医療」
および「あつぎ健康相談ダイヤル24」などについて講座を実施します。

（２）カラダ快活★講座　　☎︎225-2201
　市民ボランティア「健康あつぎ推進
リーダー」が伺い、オーラルフレイル健
口体操、3033運動の紹介や自宅でできる
運動の指導などの講座を行います。講座
内容はご希望に合わせて調整ができます。

（４）ゲートキーパー養成講座　☎︎225-2201
　こころに不調を抱える人や自殺に傾く人を適切に支援するゲートキー
パーについての知識や役割を学ぶ講座です。保健師または精神保健福
祉士が講師を務めます。

（６）みんな一緒に、健康づくりと食育推進　☎︎225-2174
　健康増進と食育推進の行動目標をまとめた「第３次健康食育あつぎ
プラン」の具体的な取組などについて講座を実施します。

　新あつぎ市民健康体操、愛称名あゆコロちゃ
ん体操は、厚木市制60周年を記念し、神奈川
工科大学の協力のもと制作された体操です。
カラダを活性化させる体操、親しみやすい体操、
健康づくりができる体操の3つをコ
ンセプトとし、認知症予防や心肺
機能、平衡機能の維持、向上など
の効果があります。

　体組成（体脂肪・骨格筋量など）、血管年齢、骨健康度、脳年齢、
血圧や握力が簡単に測定できます。自らの健康度を見える化しましょう。

≪対 象 者≫20歳以上の方
≪場　　所≫保健福祉センター１階
≪利用時間≫�平日9～12時、13～16時
≪費　　用≫無料

出前講座

　過去６カ月以内に経験した出来事にチェックするだけで、あなたの
ストレス蓄積度(ストレスマグニチュード）を簡単に調べることがで
きます。
　ご自身のストレス状態を理解し、こころの健康づくりにお役立てく
ださい。スマートフォンやパソコンから気軽にご利用
いただけます。

あゆコロちゃん体操　☎︎225-2201 未病センターあつぎ　☎︎225-2201

健康チェック・健康講座 健　康

気軽にストレスチェック！ストレスマウンテンあつぎ
☎225-2201

血管年齢 骨健康度 体組成

体組成計が新しく
なりました！

厚木市歯科保健センター　　　　　　☎225-2174 ウォーキングマップ～健康・交流のみち～
☎225-2174　保健福祉センター1階にて、次の診療を行っています。

※予約受付:TEL（046）224-6081　 FAX（046）224-6087
≪休日歯科≫
　急な歯の痛みや歯肉の腫れ、お口の中の思わぬケガの応
急処置を行います。
受付日時:祝日、GW、お盆（8月13日~15日）、年末年始

（12月29日~1月3日）10時~11時30分、13時~16時30分
≪障がい者歯科≫（完全予約制）
　県央地区在住で障がいのある方のために歯科診療や口腔
保健指導などを行います。
〇障がい者歯科診療　診療日時:火曜日　13時30分~17時
	 木曜日　9~12時、13時30分~17時
〇摂食嚥下機能発達支援診療　診療日時:奇数月2回土曜日
		  偶数月1回土曜日　9時30分~13時
〇口腔衛生指導　診療日時:土曜日13時30分~17時（第3土曜日は休診）
≪要介護者・高齢者歯科≫（完全予約制）
　持病をお持ちの方で、より体調を管理しながら歯科治療
が必要な場合や、在宅診療において難度の高い診療内容が
必要になった方に治療を行います。
診療日時:日曜日　9~13時

　「健康・交流のみち」とは、厚木市内の自然に親しみながら、ウォー
キングをすることで健康づくりを目指すものです。市内に６つのルー
ト(相模川ルート、中津川ルート、荻野川ルート、小鮎川ルート、恩
曽川ルート、玉川ルート)があります。
　ウォーキングマップでは、各ルートの見所やウォーキング後におす
すめの食事や温泉なども紹介しています。
　ウォーキングの正しい姿勢、靴選び、注意点なども記載しています
ので、ウォーキング初心者の方にもおすすめです。無理をせず、自身
のペースで厚木市の自然を感じながらウォー
キングを楽しみましょう。

≪配布場所≫
・保健福祉センター(健康医療課)
・厚木市観光協会
・本厚木駅観光案内所
・中央図書館
・各公民館
・その他市公共施設など

健　康 健　康

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら

市HPはこちら


